
事業群評価調書（令和４年度実施）
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② 134,534

基準年 R3 R4 R5 R6 R7 最終目標（年度）

目標値① 18,900円 19,600円 20,300円 21,000円 21,700円
21,700円

（R7）

実績値②
17,664円

(R元）
19,150円 進捗状況

達成率
②／①

101% 順調

基準年 R3 R4 R5 R6 R7 最終目標（年度）

目標値① 172,800人 188,000人 203,200人 218,400人 233,600人
233,600人

（R7）

実績値②
142,314人

(R元）
156,448人 進捗状況

達成率
②／①

90% やや遅れ

高齢者や障害者等が住み慣れた地域で安心して生活し、社会参加できるよう、バリアフリー、地域包括ケ
アシステム、見守り体制、福祉サービスの円滑な利用のための援助体制等の環境整備を図ります。また、虐
待防止、差別の解消、成年後見制度の普及啓発など権利擁護を推進します。

認知症サポーター、キャラバンメイト数（累計）

事
業
群

基 本 戦 略 名 みんなで支えあう地域を創る 事業群主管所属・課(室)長名 福祉保健部　長寿社会課

令 和 ３ 年 度 事 業 費 （ 千 円 ） 　※下記「２．令和３年度取組実績」の事業費（R3実績）の合計額

１．計画等概要

施 策 名 誰もが安心して暮らし、社会参加できる地域共生社会の推進 事 業 群 関 係 課 （ 室 ）

事 業 群 名 高齢者や障害者等が安心して暮らすための環境整備及び支援②

（長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ2025　本文） （取組項目）

ⅰ）早期診断・治療が行われる医療体制の整備
ⅱ）認知症介護サービス基盤の整備と介護職員への研修による介護体制の整備
ⅲ）認知症サポーター養成等による地域や職場で支え合う地域支援体制の整備と若年性認知症に対する相談支援
体制の強化
ⅳ）高齢者等の見守り体制の重層化及び人的支援を補完するICT等の活用

　　　　　　　　　　指　標 （進捗状況の分析）

障害福祉サービス事業所で福祉的就労をして
いる障害者の平均工賃月額

障害福祉サービス事業所で福祉的就労をしている障害者の平均工賃月
額については、平成28年度以降、平均工賃実績は確実に上昇している
が、 依然として下記①から③の課題があるため、引き続き解決を図ってい
く必要がある。
①事業所により、平均工賃月額に大きな差が生じており、特に平均工賃
月額がロークラス～ミドルクラスの事業所について事業所製品等の品質
や生産効率を向上させ、工賃月額の底上げを図る必要がある。
②除草や清掃等の役務サービス並びに食品や手芸品等の商品について
企業や消費者へのＰＲが不足している。
③販売力の更なる向上や職域拡大に繋げるため、新たな商品の開発、販
路の開拓及び民間との連携等が必要である。

このため、県では「長崎県工賃向上計画」を策定し、各種の事業に取り
組んでいる。上記①については、平均工賃額がロークラス～ミドルクラス
の事業所を対象に専門家による実地指導を実施し、その内容を県内の各
事業所向けのセミナー等により共有した。②、③については、事業所の取
組の周知と収入増を目的として、事業所商品の販売会の実施、他部局所
管のオンラインショップへの出店等販路の拡大を図っている。また、他部
局との連携により、国、県の助成制度を活用した新たな商品開発や職域
拡大が可能となるよう、福祉関係団体や事業所に向けた情報発信に取り
組んでいる。

認知症サポーター、キャラバンメイト数（累計）については、令和3年度に
7,360人（内、サポーター7,318人、キャラバンメイト※42人）を養成し、令和3
年度末時点では、総数で156,448人となっている。令和２年度養成数
（6,774人）より増加したものの、新型コロナウイルス感染症の影響等により
サポーター養成研修が十分に実施できない状況にあり、目標値を下回っ
ている。県では、毎年キャラバンメイトを養成し、養成されたキャラバンメイ
トが各市町でサポーターをさらに増やしていくといった市町と県の協働によ
る取組自体は定着化しており、サポーター等を引き続き養成していくこと
で、認知症の人とその家族が地域で安心して暮らせる地域づくりを進め
る。

※認知症サポーター：認知症に対する正しい知識を持って、地域や職域で
認知症の人や家族を手助けする者。市町や職場等で実施されている認知
症サポーター養成講座の受講が必要
※キャラバンメイト：認知症サポーター講座の講師

そ
の
他
関
連
指
標

　　　　　　　　　　指　標



R2実績

R3実績

R4計画

20,000 10,000 3,521 【活動指標】 5 5 100%

19,768 9,884 1,948 5 5 100%

20,000 10,000 1,536 5

【成果指標】 8,600 7,941 92%

7,900 9,512 120%

― ― ― 9,500

520 0 782 【活動指標】 2 2 100%

1,331 0 195 2 2 100%

2,116 0 192 2

【成果指標】 138 78 56%

104 121 116%

― ― ― 164

5,772 2,886 1,174 【活動指標】 4 4 100%

5,840 2,920 1,169 4 4 100%

5,840 2,920 384 4

【成果指標】 550 569 103%

610 635 104%

― ― ― 680

507 0 196 【活動指標】 4 1 25%

2,162 0 195 4 4 100%

2,270 0 192 4

【成果指標】 280 157 56%

280 176 62%

― ― ― 280

1,447 0 196 【活動指標】 1 1 100%

2,967 0 312 3 3 100%

3,051 0 307 3

【成果指標】 80 59 73%

200 155 77%

― ― ― 300

取組
項目
ⅰ

R2実績

指標（上段：活動指標、下段：成果指標）

主な指標

達成率

R2目標

R3目標

R4目標

R3実績
令和３年度事業の成果等

事
業
番
号

取
組
項
目

中
核
事
業

事業概要

認知症サポート医等
フォローアップ研修修
了者数（人）医療従事者

研修会参加者数（人）
看護師

4

歯科医師・薬剤師の認
知症対応力・実践力向
上研修事業（医療介護
基金）

認知症の早期発見とかかりつけ医との連携、認知症の人への
適時・適切な医療の提供を図るために、歯科医師・薬剤師に認
知症対応力・実践力向上研修を実施した。

事業費　(単位:千円）

うち
一般財源

人件費
(参考)

事業実施の根拠法令等

法令による
事業実施の
義務付け

県の裁量
の余地が
ない事業

他の評価
対象事業

(公共、研究等)

地域における医療及び介護の総合的
な確保の促進に関する法律H19-

長寿社会課

長寿社会課

令和３年度事業の実施状況
（令和４年度新規・補正事業は事業内容）

事業対象

事業期間

事務事業名

所管課(室)名

○ 1

認知症施策等総合支援
事業費（認知症疾患医
療センター運営事業）

本土地域の医療機関を認知症の鑑別診断、専門医療相談、
行動・心理症状等への急性期対応を行う認知症疾患医療セン
ター（基幹型1箇所及び地域型4箇所）として指定し、運営を行っ
た。

3

離島の認知症施策推進
事業費（認知症疾患医
療センター運営事業）

離島地域の医療機関を認知症の鑑別診断、専門医療相談、
行動・心理症状等への急性期対応を行う認知症疾患医療セン
ター（連携型4箇所）として指定し、運営を行った。

２．令和３年度取組実績（令和４年度新規・補正事業は参考記載）

5

認知症の人とその家族、医療従事者等

認知症ケア人材育成研
修事業（認知症サポート
医等養成研修事業）（医
療介護基金）

認知症診療に習熟した認知症サポート医を県内各地で養成す
るとともに、適切な認知症診療の知識・技術や認知症の人とそ
の家族を支える知識と方法を習得したかかりつけ医に対しても、
フォローアップ研修を実施し、認知症医療体制の整備と連携強
化、並びに認知症診療の向上を図った。

●事業の成果
・認知症サポート医を新たに10人養成し、通算で
196人となった。集合研修とｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ配信により
昨年度と比較して終了者数が増加し、認知症の
診断の知識・技術の向上に繋がった。
●事業群の目標達成への寄与
・地域における認知症の医療支援体制の強化と
認知症診断の向上に寄与した。

認知症サポート医等
フォローアップ研修会
開催数（回）

●事業の成果
・各認知症疾患医療センターが設置する認知
症疾患医療連携協議会や主催研修等を通し
て、各センターの周知や関係機関との連携が
図られた結果、専門医療相談件数は増加し、
離島地域における認知症医療体制の推進に
寄与した。

○ 2

認知症疾患医療連携
協 議 会 の 開 催 回 数
（回）

認知症疾患医療センター運営事業実
施要綱R2-4 専門医療相談件数

（件）長寿社会課 認知症の人とその家族、医療従事者等

●事業の成果
・新型コロナウイルス感染拡大の影響による減
少傾向が落ち着き、専門医療相談件数は新型コ
ロナウイルス感染拡大前の水準以上に回復し、
増加傾向にある。認知症の専門医療に係る提供
体制の強化に寄与した。
●事業群の目標達成への寄与
・認知症疾患医療センターの設置により認知症
の早期診断・治療体制の推進に寄与した。

認知症疾患医療セン
ターの設置箇所数
（箇所）

認知症疾患医療センター運営事業実
施要綱H21- 専門医療相談件数

（件）長寿社会課

●事業の成果
・歯科医師及び薬剤師の資格保持者を対象とし
ており、新型コロナウイルス感染症の影響はあっ
たものの、研修を実施することができ、かかりつ
け医との連携等、認知症の方に対する適切な支
援の向上に繋がった。

研修会開催数（回）

地域における医療及び介護の総合的
な確保の促進に関する法律R2-4

研修会参加者数（人）
長寿社会課 歯科医師、薬剤師

看護師の認知症対応
力・実践力向上研修事
業（医療介護基金）

医療機関内での認知症ケアの適切な実施とマネジメント体制
を構築し、認知症医療体制の充実強化を図るために、看護師へ
の認知症対応力・実践力向上研修を実施した。

●事業の成果
・研修会を予定どおり実施することができ、医療
機関の指導的役割の看護師に対して、認知症の
基礎知識や実践的な対応力の習得させ、職場
の看護職に対して伝達することで医療機関内で
の認知症ケアの適切な実施とマネジメント体制
の構築に繋がった。

研修会開催数（回）

地域における医療及び介護の総合的
な確保の促進に関する法律R2-4



1,148 0 1,174 【活動指標】 5 3 60%

1,092 0 1,558 5 5 100%

2,299 0 768 5

【成果指標】 155 124 80%

155 131 84%

― ― ― 155

300 0 392 【活動指標】 6 5 83%

229 0 1,948 6 5 83%

939 0 1,152 6

【成果指標】 200 216 108%

280 219 78%

― ― ― 280

345 0 1,957 【活動指標】 2 2 100%

644 0 779 2 2 100%

559 0 384 2

【成果指標】 60 33 55%

65 19 29%

― ― ― 65

7,673 3,303 4,694 【活動指標】 1 1 100%

8,086 3,228 4,674 1 1 100%

10,872 168 4,993 1

【活動指標】

2 1 50%

2

【成果指標】 45 42 93%

45 122 271%

57

【成果指標】

4 2 50%

― ― ― 6

取組
項目
ⅱ

取組
項目
ⅲ

長崎県認知症介護研修等事業実施
要綱H12-

長寿社会課 介護従事者、県民

8

離島の認知症施策推進
事業（認知症研修事業）
（医療介護基金）

研修参加の負担が大きい離島地区の介護従事者等に対し、
島内で研修会を開催し、研修機会の充実を図ることで、離島地
区の認知症高齢者に対する介護の支援体制の強化を図った。

●事業の成果
・認知症介護指導者養成研修（国開催）は、昨年
度に引続き、新型コロナウイルス感染症の影響
により中止されが、実践的な研修を実施し、介護
実践者の資質向上に繋がった。

認知症介護実践研修
開催数（回）

認知症介護実践者研
修会参加者数（人）

地域における認知症支援体制の構築をサポートするための拠
点を整備し、市町職員等に対する研修や、認知症サポーターの
養成を推進するためのキャラバンメイトの育成、チームオレンジ
の整備の推進役となるチームオレンジコーディネーターの研修
等を実施した。

また、若年性認知症コーディネーターを配置し、若年性認知症
の方やその家族に対する相談支援及び集いの場の開催を行っ
た。

※チームオレンジ：各市町において、認知症の本人・家族のニー
ズと認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ仕組み

認知症の人とその家族、県民、介護従事者等

認知症介護従事者に対して、認知症介護実践研修を実施し
た。また、認知症介護指導者となるための養成研修受講者を募
集し応募があったが、新型コロナウイルス感染症の影響で国の
研修が中止となった。

若年性認知症支援
コーディネーターの設
置（人）

認知症対応型サービ
ス事業管理者等研修
開催数（回）

認知症対応型サービ
ス事業管理者等研修
参加者数（人）長寿社会課 認知症対応型サービス事業管理者等

認知症総合戦略推進事業実施要綱

認知症サポートセンター
事業

H30-

長寿社会課

地域における医療及び介護の総合的
な確保の促進に関する法律

H18-

7

認知症施策等総合支援
事業費（認知症介護研
修）

○ 9

●事業の成果
・離島地区においては、参加者が少ない状況が
続いているが、オンライン及び離島内での集合
研修により研修受講機会を確保し、離島地区の
おける認知症介護人材の確保・育成に寄与し
た。

認知症研修会開催数
（回）

地域における医療及び介護の総合的
な確保の促進に関する法律R2-4

研修会参加者数（人）
長寿社会課 医療・介護従事者

若年性認知症に関す
る相談件数（件）

○ 6

認知症ケア人材育成研
修事業（認知症対応型
サービス事業管理者等
研修事業）（医療介護基
金）

認知症対応型サービス事業の開設や管理運営、居宅サービ
ス・介護計画作成に関する研修を実施した。

●事業の成果
・長崎県認知症サポートセンターを設置し、若年
性認知症を含めた認知症の人やその家族から
の相談に応じるとともに、集う場所を整備し、若
年性認知症に関する相談件数も徐々に増加して
いる。
・市町におけるチームオレンジの立上げを支援
するため、認知症サポーター養成講座の講師と
なるキャラバンメイトの養成講座や、チームオレ
ンジの整備の推進役となるチームオレンジコー
ディネーターの研修を各１回実施したほか、６市
町にオレンジチューター※を派遣して、各市町に
おける認知症の方への支援体制強化に寄与し
た。チームオレンジコーディネーター研修は、県
内２か所での集合研修を活動指標としたところ、
オンライン開催に切り替え実施したため、目標値
を満たしていないが、参加者は県内全域に及び
所期の目的は達した。その他、地域支援推進員
研修や初期集中支援チーム員研修等を実施し、
チームオレンジ設置市町数は増加しているもの
の、成果指標では目標値を下回った。
●事業群の目標達成への寄与
・長崎県認知症サポートセンターでは、認知症サ
ポーターの講師であるキャラバンメイトを養成す
る研修を開催しており、各市町での認知症サ
ポーター養成の促進に寄与した。
※オレンジチューター：チームオレンジコーディ
ネーターの講師役のほか、認知症支援体制強化
のための専門的助言等を行う者

チームオレンジコー
ディネーター等を対象
とした研修会の開催
回数（回）

チームオレンジ設置
市町数（市町）

●事業の成果
・新型コロナウイルス感染症の影響はあったが、
オンラインで研修を実施することができ、認知症
介護を提供する事業所を管理する立場にある者
などに対する、適切なサービス提供の知識習得
に繋がった。
●事業群の目標達成への寄与
・認知症対応型サービス事業の人材育成及び資
質向上に寄与した。



1,785 0 782 【活動指標】 10 4 40%

3,067 0 779 10 7 70%

3,067 0 768 10

【成果指標】 1,000 277 27%

1,000 546 54%

― ― ― 1,000

602 392 3,523 【活動指標】 1 1 100%

259 120 2,727 3 3 100%

539 43 1,920 3

【成果指標】

3 3 100%

― ― ― 3

91,142 43,668 2,740 【活動指標】

91,886 44,032 3,506 12 12 100%

91,335 45,667 3,072 12

【成果指標】 95 100 105%

95 100 105%

― ― ― 95

4,153 182 3,132 【活動指標】 500 509 101%

5,289 76 3,506 500 823 164%

6,306 74 3,072 560

【成果指標】 178 172 96%

195 187 95%

〇 ― ― 195

　各地域の社会福祉協議会に設置した「福祉あんしんセンター」
において、対象者等からの相談・問い合わせに応じ、支援計画
を策定後、契約を締結し、福祉サービスの利用援助や金銭管理
等を行った。

判断能力が不十分な方（認知症高齢者・知的障害者・精神障害
者等）

認知症に対する予防
対策や介護の仕方等
の講習会開催数（回）

認知症に対する予防
対策や介護の仕方等
の講習会参加数（人）

市町の多重的見守り
ネットワーク構築推進
セミナーの開催数
（回）

広域的な見守りネット
ワークの構築に取り
組んでいる市町数
（市町）

新規に事業を利用す
ることで、「自立した
生活を送れている」割
合（％）

取組
項目
ⅲ

日常生活自立支援事業

社会福祉法

H11-

長寿社会課

長寿社会課

●事業の成果
・「長崎県見守りネットワーク推進協議会」や先進
事例の紹介などを行うセミナーを開催し、全市町
において、見守りネットワークが構築された。
●事業群の目標達成への寄与
・協議会やセミナーの開催、ICT・IoT機器を活用
した見守りシステムの実証事業を通じ、各市町
における多重的見守りネットワークの構築及び
強化に寄与した。

●事業の成果
・実務者研修や関係機関との連絡会議、市町へ
の専門家派遣を通して、実務者のスキルアップ
を図り、成年後見制度の利用に繋がりやすい環
境を整えた。

人口10万人あたりの
成年後見制度利用者
数（人）

権利擁護に関する研
修受講者数（人）

●事業の成果
・相談数の減少したが、利用者の契約締結能力
を判断する契約締結審査会での審査数及び新
規契約者数は増加しており、認知症高齢者や障
害者等が事業を利用することで地域での生活を
継続することに繋がった。

契約締結に係る事前
審査会（全件審査）開
催回数（回）

●事業の成果
・新型コロナウイルス感染症の影響はあるが、オ
ンラインも活用することで、県内各地で認知症の
人やその家族の視点に立った講演会や研修会
等を実施し、地域における介護家族の支え合い
活動や介護の方法など、認知症の普及啓発に
寄与した。また、毎週相談事業を行い、介護家族
の支援に寄与した。

多重的見守り体制の構築に向けて、市町や関係機関・団体、
民間事業者等で構成する「長崎県見守りネットワーク推進協議
会」や市町担当者等を対象としたセミナーを開催するとともに、
県内市町にICT・IoT機器を活用した見守りシステムの実証事業
に関する情報提供等の支援を行った。

―

高齢者等見守りを必要とする方

13

長寿社会課

12

長崎県認知症高齢者地域支え合い事
業費補助金実施要綱

H18-

判断能力が不十分な方（認知症高齢者・知的障害者・精神障害
者等）

　高齢者の虐待防止、介護現場における身体拘束の廃止に向
けた幅広い取組を推進するため、長崎県高齢者虐待防止・身体
拘束ゼロ作戦推進会議を開催した。また、成年後見制度の利用
促進を図るため、実務者研修、関係機関による連絡会議、市町
への専門家派遣等を行った。

取組
項目
ⅳ

多重的見守りネットワー
ク構築推進事業

R元-

○

長寿社会課

11

認知症の人とその家族、県民等

高齢者権利擁護等推進
事業費

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者
に対する支援等に関する法
律第3条
成年後見制度の利用の促進に関する
法律第4条、第15条―

10

認知症施策等総合支援
事業費（認知症高齢者
地域支え合い事業）

認知症当事者や介護家族をお互いに支えあうため、電話・面
接相談、県内各地での講習会や連絡会、若年性認知症フォーラ
ム等を実施する「認知症の人と家族の会 長崎県支部」への助成
を行った。



ⅰ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

ⅱ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

ⅲ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

ⅳ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

高齢者等の見守り体制の重層化及び人的支援を補完するICT等の活用

・全市町にて見守りネットワークが構築されたが、関係機関間の情報提供や日常的な安否確認、連絡体制の整備等について
は、市町間で水準のばらつきがある。また、認知症の人などが行方不明になった際に早期発見・保護ができるような広域捜
索時の仕組みづくりなど、市町の圏域を越えても対応できる広域的な見守りネットワークの構築を進めていく必要がある。
・県内2市においてICT・IoT機器を活用した見守りシステムの勉強会を実施したが、離島地区ではネット環境が整っていない
地域もあり、実証実験には至らず、新規や追加での本格導入には結びつかない面がある。
・高齢者の増加等により日常生活自立支援事業の利用者も今後増加することが見込まれるが、利用者のうち判断能力の低
下等により本事業による支援が難しい人については、成年後見制度への移行を進める必要がある。しかしながら、本県では
成年後見制度への移行が十分には進んでいない。

・長崎県見守りネットワーク推進協議会には、ライフライン、運輸・配送業、コンビニエンススト
ア等様々な民間事業者が参加し、全市町も参加していることから、先行事例の共有や市町の
課題と民間事業者が持つ見守りに関するアイデアなどをマッチングさせながら、各市町におけ
る見守り支援体制の強化や複数市町が連携した広域的な見守りネットワークの構築を図って
いく。
・自治会や老人クラブ、民生委員、民間事業者等見守りを行う人的ネットワークを支え、効率
的・効果的な見守り活動の実施に向けて、引き続き、ICT・IoTを活用した見守りシステム・サー
ビスの導入を推進することとし、市町等への情報提供などを行いながら普及を進めていく。
・地域の権利擁護支援ネットワークの旗振り役となる中核機関の設置促進や後見人等の確
保、市町長申立の推進等、日常生活自立支援事業から成年後見制度への移行が円滑に進
むよう市町や市町社協の体制整備を図る。

３．実績の検証及び解決すべき課題と解決に向けた方向性
早期診断・治療が行われる医療体制の整備

・全ての二次医療圏域に合計9箇所の認知症疾患医療センターを設置し、認知症の鑑別診断や専門医療相談など認知症医
療体制の推進を図った。新型コロナウイルス感染症の拡大による影響は落ち着きいてきており、専門医療相談件数は本土地
域、離島地域とも増加傾向にあり、認知症の早期診断・治療に向けた関係機関の連携強化が課題となっている。
　　
・医療専門職（サポート医、かかりつけ医、薬剤師・看護師）に対する研修について、新型コロナウイルス感染拡大により規模
を縮小した研修はあったが、認知症の容態の変化に応じて適時・適切に切れ目なく、もっともふさわしい場所で医療・介護等
が提供されるよう研修を実施することができた。認知症疾患医療センターとサポート医、かかりつけ医等との連携が十分とれ
ていない地域もあり、地域毎の認知症支援体制の整備が課題である。

・認知症の早期診断・治療を行えるよう、認知症疾患医療センターを地域連携の拠点として、
かかりつけ医や認知症サポート医、地域包括支援センター、認知症初期集中支援チーム等と
の連携体制を強化していく。各認知症疾患医療センターが設置する認知症疾患医療連携協
議会の中で、引き続き、機関間連携に関する協議を深め、県や認知症疾患医療センターが主
催する研修事業等に反映させていく。
・医療専門職への研修内容について、国のカリキュラム・教材改定等を参考に、地域ごとの職
種間連携等を促進させる認知症支援体制の整備に向け、より効果的・実践的な研修となるよ
う、適宜、研修内容の見直しを行っていく。

認知症介護サービス基盤の整備と介護職員への研修による介護体制の整備

・認知症介護実践研修（認知症介護実践者研修・認知症介護実践リーダー研修）、認知症対応型サービス事業開設者研修・
管理者研修、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修等の開催により、認知症介護の質の向上と技術の修得を図
るとともに、認知症介護の初任者や無資格者を対象に、認知症介護の基盤となる基礎研修を実施するなど認知症介護人材
の育成を図った。人材育成により、認知症の方に適切にケアできる施設職員を養成することができた。一方で、施設の人材
不足の中、連日での研修を受講することが難しく、参加人数が増加しないことが課題である。
・離島地区においては、集合研修だけでなく、ハイブリット開催としたことにより、事業所及び受講者が研修に参加しやすい環
境を整えた。一方で、離島地区においては、対象事業所が少なく、職員数も少ないため、職員を研修に出すことが難しいな
ど、全体的に受講者が減少傾向にあることが課題である。

・認知症介護研修については、国のカリキュラム見直しにより、研修日数が短縮されており、
本県も令和４年度から新カリキュラムでの研修を開始することしている。受講者が参加しやす
いようオンラインによる開催を継続するするとともに、他研修との日程を調整するなど引き続き
研修受講の機会確保に努める。また、介護人材研修の講師となる指導者も介護施設の人材
不足等により辞退者が増加しており、指導者確保のため研修期間中の人材確保を図ってい
く。　
・認知症介護基礎研修については、令和４年度もｅラーニング研修を実施しているため、対象
者への周知を継続して行っていく。

認知症サポーター養成等による地域や職場で支え合う地域支援体制の整備と若年性認知症に対する相談支援体制の強化

・各種講座を実施することにより認知症サポーター数やキャラバンメイト数は増加しているが、各市町においてキャラバンメイ
トによるステップアップ講座開催が少なく、各市町で認知症サポーターをチームオレンジを編成につなげるためのメンバーの
養成が進んでいない。他方、各市町で認知症カフェ等の設置は進み、認知症の本人及び家族と支援者の接点はできつつあ
るものの、 チームオレンジコーディネーターが中核的な役割を果たしてチームオレンジの編成するまでは至っていない。
・地域で専門職による認知症の本人及び家族への支援を行う認知症初期集中支援チーム及び認知症地域支援推進員につ
いて、認知症サポートセンターにおいて研修会を実施し、資質向上等を図っているが、認知症疾患医療センターやかかりつけ
医等との連携も含め、引き続き市町と連携して認知症に対する相談支援体制の強化を図る必要がある。　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

・子ども・学生の認知症に関する理解促進のため、市町の取組を支援するとともに、今後も認
知症の人と地域で関わることが多いと想定される交通事業者等、企業・職域を対象とした養成
講座についても展開する。また、各市町におけるチームオレンジの立ち上げにつながるよう、
県内市町の関係者に向けた研修会や有識者による派遣事業を実施する。各市町で構成され
る認知症初期集中支援チームと県内８圏域にある認知症疾患医療センターや地元かかりつ
け医との連携が進むよう、各種研修等を通じて、相談支援体制の強化を図る。
・若年性認知症の本人及び家族等からの相談窓口の周知を図り、若年性認知症支援コーディ
ネーターを中心とした医療、介護、福祉、雇用等の関係者とのネットワークを活かした支援を
強化する。
・認知症及び若年性認知症に関する正しい理解を深めるため、令和３年度に県が任命した認
知症本人による「ながさきけん希望大使」の活動や、引き続き各種媒体による啓発・広報を充
実し、認知症の相談先・支援組織としての認知症サポートセンターの認知度向上を図る。



終了

各事業所に対する研修会の周知を行うとともに、集合とオンラインによるハイブリット
開催を継続し、研修を受講する必要がある方が、受講しやすい環境を提供することに
より研修参加者の増加を図る。
　令和５年度から、離島部の認知症研修も当事業で一体的に実施する。

改善

　日本看護協会が主催する研修に参加した看護師が、介護施設
等の看護職員に対する研修の検討部会に参加し、習得した知識
を看護職員へのの研修内容に反映することとしている。

会場への移動時間の短縮など受講者へのメリットが多いため、
昨年度に引き続き、オンラインを活用した研修を実施するととも
に、新型コロナウイルス感染症の影響により、認知症対応型サー
ビス事業開設者研修の現場実習が中止されているため、今年度、
未実施となっている現場実習を開催する。

取組
項目
ⅰ

H18-

長寿社会課

令和３年度老人保健健康増進等事業において、カリキュラムの見直しが示されてお
り、より多くの歯科医師、薬剤師について認知症に関する基本的な知識と実践的なス
キルの習得ができるよう、オンデマンド配信なども活用のうえ研修実施を検討してい
く。

終了

専門職の資源が乏しい離島部の各医療圏域において、認知症疾患医療センターを
地域連携の拠点として認知症の早期診断・治療が行われるよう、同センターが設置す
る認知症疾患医療連携協議会や主催研修等で基幹型認知症疾患医療センターとも
連携を取りながら、圏域ごとの地域課題等を共有するとともに、課題解決に向けて、
かかりつけ医や認知症サポート医、市町が設置する地域包括支援センター及び認知
症初期集中支援チーム等との連携体制をより一層強化する。

離島部の認知症疾患医療センター運営事業については、令和5年度から、認知症施
策等総合支援事業において本土部と一体的に実施する。

終了

取組
項目
ⅱ

R2-4

長寿社会課

5

看護師の認知症対応
力・実践力向上研修事
業（医療介護基金）

②
R2-4

長寿社会課

看護師が医療機関や介護施設等において担っている役割に応じた研修内容を提供
するとともに、認知症ケアの適切な実施及び実践で生かせる知識等が習得できるよう
研修実施を検討していく。

○ 6

認知症ケア人材育成研
修事業（認知症対応型
サービス事業管理者等
研修事業）（医療介護基
金）

②

認知症施策等総合支援
事業費（認知症疾患医
療センター運営事業）

②

4

歯科医師・薬剤師の認
知症対応力・実践力向
上研修事業（医療介護
基金）

オンデマンド配信を行うなど参加しやすい環境を整え、研修者数
の増加を図っていく。

②

認知症疾患医療センターを中心とした機関間連携の強化に取り組
むとともに、地域住民や関係機関に対し、センターの周知・啓発を
図っていく。

H21-

長寿社会課

○ 2

認知症ケア人材育成研
修事業（認知症サポート
医等養成研修事業）（医
療介護基金）

市町や地域包括支援センター、かかりつけ医、認知症サポート
医、認知症疾患医療センター等の機関間連携がさらに進むよう、
より効果的な研修内容についての打合せを実施。

②

3

離島の認知症施策推進
事業費（認知症疾患医
療センター運営事業） ②

R2-4

長寿社会課

認知症疾患医療センターを中心とした機関間連携の強化に取り組
むとともに、地域住民や関係機関に対し、センターの周知・啓発を
図っていく。

現状維持

H19-

長寿社会課

各二次医療圏域において、認知症疾患医療センターを地域連携の拠点として認知
症の早期診断・治療が行われるよう、同センターが設置する認知症疾患医療連携協
議会や主催研修等で圏域ごとの地域課題等を共有し、課題解決に向けて、かかりつ
け医や認知症サポート医、市町が設置する地域包括支援センター及び認知症初期集
中支援チーム等との連携体制を強化する。

令和５年度から、本事業において、本土部と離島部の認知症疾患医療センター運営
事業を一体的に実施する。

改善

オンライン等の活用により受講が必要な医師の研修機会は確保されており、かかり
つけ医、認知症サポート医、認知症疾患医療センター等の連携がさらに進むよう、引
き続き研修を実施していく。
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②⑤

成年後見アドバイザー派遣事業を活用し、中核機関未設置の市
町を支援するとともに、第二期成年後見制度利用促進計画に示さ
れている意思決定支援に係る研修会を開催する。また、高齢者虐
待対応に関する専門職チームは、他都道府県及び県内市町の状
況を確認しつつ、設置の検討を進める。

②

判断能力が不十分な高齢者等が介護・障害サービスを適切に利用できるよう、権利
擁護センターや中核機関を設置するよう市町に働きかけるとともに、県全体として成
年後見制度推進に係る体制が整えられるよう各事業の内容について見直しを実施す
る。

改善

複数の市町が連携した広域的な見守り体制の構築を推進する
ため、昨年度に引き続き、モデル圏域の市町等担当者を対象とし
た勉強会の開催などを行いつつ、モデル圏域の取組を本土地区
他圏域においても展開し、広域的見守りの意識醸成を図る意見交
換会等を開催する。

②

県内全域で日常的な安否確認から通報体制まで整えられた多重的見守り体制の構
築を図るため、地域の見守りを行う人的ネットワーク（マンパワー）不足をICT・IoT機器
を併用することで効率的・効果的に体制整備した事例を紹介する研修を開催するな
ど、見守り事業の実施主体である市町の課題にあった見守り対策の構築を県として後
方支援する。また、圏域単位で現地支援を行うなどし、複数の市町が連携した広域的
な見守りネットワークの構築を並行して進めていく。

改善

　今年度より長崎市社会福祉協議会が事業を開始しているため、
実施主体である長崎県社会福祉協議会とともに、実施状況の確
認を実施する。

②
認知症高齢者等の増加が見込まれる中で、支援が必要な方が地域で生活を継続で

きており、今後も安定した事業実施となるよう、引き続き、長崎県社会福祉協議会と連
携を図っていく。

現状維持

市町におけるチームオレンジの整備上の課題となっている点に着目した各種研修や
有識者派遣等を実施する。また、様々な世代への認知症の効果的な普及啓発を進め
るため、認知症サポーター養成講座を、市町が学校や地域内で引き続き実施するほ
か、県では広域的視点で職域を対象として実施事業所を開拓する。また、県が任命し
た認知症本人による「ながさきけん希望大使」の活動を、市町事業への協力も含め充
実し、本人発信による県民の認知症への理解・関心につなげる。

長崎県認知症サポートセンターに配置している若年性認知症支援コーディネーター
を中心とした医療、介護、福祉、雇用等の関係者とのネットワークを活かした支援実績
を蓄積することで、同センターでの相談対応力を強化する。

改善

②

認知症の普及啓発活動や認知症サポートセンターと連携した若年性認知症の集いの
開催など、現在活動している事業の充実に向けた見直しを行う。特に、講演会等では
引き続きオンラインも活用しながら、離島地区も含めたより多くの方々に認知症につい
ての理解を深められるよう取り組んでいく。また、アルツハイマー月間における普及啓
発活動で県民の認知症に対する理解を深める取組を行う。

認知症介護基礎研修だけでなく、実践者研修等においてもオンライン開催とするな
ど受講者が参加しやすい方法を検討していく。

改善

H18-

長寿社会課

取組
項目
ⅳ
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多重的見守りネットワー
ク構築推進事業

R元-

長寿社会課

12

日常生活自立支援事業

H11-

長寿社会課

13

8

離島の認知症施策推進
事業（認知症研修事業）
（医療介護基金）

令和３年度研修への参加状況を検証し、コロナ禍においても参加
しやすい開催方法により研修を実施することで、参加者数の増加
を図っていく。

②

令和２年度から集合とオンラインのハイブリット開催としたことにより、離島からも参
加しやすい環境となり、希望者少数による開催見送りもなくなったことで受講対象者は
受講できている。今後もハイブリット開催を継続し、研修を受講する必要のある方が、
参加できるよう研修機会を確保する。
令和５年度から、認知症ケア人材育成研修事業において、本土部と一体的に研修を

実施する。

終了

R2-4

長寿社会課

取組
項目
ⅲ

○ 9

認知症サポートセンター
事業

市町における認知症支援体制（チームオレンジ）の整備を進める
ため、県内市町の関係者に向けた研修会や有識者派遣事業の内
容を、前年度アンケート等により把握したニーズに基づき見直す。

若年性認知症の人が、状態に応じた適切な支援が受けられるよ
うにするため、県北地域での予約制出張相談会を隔月開催し相
談機会を拡充するほか、県内の介護保険・障害福祉サービス事
業所等に若年性認知症ハンドブックを配布し活用を促す。H30-

長寿社会課

10

認知症施策等総合支援
事業費（認知症高齢者
地域支え合い事業）

引き続き、コロナ禍でのオンラインを活用した講演会等の開催や、
感染防止を行いながら認知症本人や家族の集いの場を開催する
ことで、若年性認知症を含む認知症本人や家族への支援体制の
充実を図るとともに、9月のアルツハイマー月間には、ライトアップ
の実施場所を増やすなど、更なる普及啓発に取り組む。

7

認知症施策等総合支援
事業費（認知症介護研
修）

認知症介護基礎研修は、eラーニングを原則とし、集合研修を行
う場合は、新型コロナウイルス感染拡大防止を徹底し開催する。
また、外国介護人材向けの研修も開始されているため、事業所へ
の周知を図っていく。

②

高齢者権利擁護等推進
事業費

―

長寿社会課

取組
項目
ⅱ

改善
H12-

長寿社会課



注：「２．令和３年度取組実績」に記載している事業のうち、令和３年度終了事業、100%国庫事業など
で県の裁量の余地がない事業、公共事業評価対象事業、研究事業評価対象事業、指定管理者制
度導入施設評価対象事業については、記載対象外としています。

【事業構築の視点】

①　視点①　事業群としての成果目標に対し、特に効果が高い事業の見極め、 事業の選択と集中ができているか。
②　視点②　指標の進捗状況に応じて、その要因分析及びさらに高い効果を出すための工夫、目標に近づけるための
　　工夫を検討・実施できているか。
③　視点③　人員・予算を最大限効果的に活用するための事務・事業の廃止・見直しができているか。
④　視点④　政策間連携により事業効果が高められないか。事業群としてリーダーの明確化、関係課の役割分担・
　　協力関係の整理ができているか。
⑤　視点⑤　県と市町の役割分担・協力関係の整理・認識共有ができているか。
⑥　視点⑥　県と民間の役割分担・協力関係の整理・認識共有ができているか。
⑦　視点⑦　戦略的に関係者の行動を引き出せているか。
⑧　視点⑧　国制度等の最大限の活用が図られているか。国へ政策提案（制度改正要望）する必要はないか。
⑨　視点⑨　経済情勢等、環境の変化に対応した効果的・適切な見直しとなっているか。
⑩　その他の視点


